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各療育センターには、障害児の診察・訓練を行う「診療所」、通園による療育や親子
教室等を行う「児童発達支援センター」、子どもの障害に関する相談対応や障害児
支援利用計画の作成を行う「相談支援事業所」の機能があります。
施設の一覧は、P.31をご確認ください。

診療所
各療育センターの診療所では、主に小学校低学年までの知的・発達障害児、18歳未満の肢体不自
由児及び小学校就学前の難聴児※を対象として、専門の医師による診察、心理判定員による発達
検査、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訓練（障害児リハビリテーション）及びケースワー
カーによる相談を行っています。
※難聴児の診療は総合療育センターのみで行っています。

障害児相談支援事業所
主に療育センター内の児童発達支援センターを利用する子どもの障害児支援利用計画を作成す
るほか、身近な地域の相談窓口として、子どもの発達相談などに応じます。

児童発達支援センター　※P.14- 3 障害児通所支援サービスの説明もご覧ください。
＜未就学児対象＞
・ まるやま学園（総合療育センター）
・ ひまわり学園（東部療育センター）
・ のばら学園　（西部療育センター）
小学校入学前の子どもを対象に、通園による集団生活を通じて、自主的に生活する力や基本
的な生活習慣・社会性を身につけられるように支援します。

＜高校生年齢対象＞
・ あけぼの学園（総合療育センター）
中学校を卒業した15歳～18歳の知的・発達障害児を対象に、主に作業訓練や生活訓練を通じ
て将来の自立や社会参加に向けた支援をします。

小・中学校の通常の学級および、幼稚園等に在籍・在園する障害のある子どもたち
に対して、通級による指導を行います。
施設の一覧は、P.34の一覧をご確認ください。

そだちとこころの教室（情緒障害・発達障害）
色々な要因で、集団生活にとけこめない子どもの情緒の安定を図り、集団生活に進んで参加し
ようとする意欲と力を育みます。

きこえとことばの教室（言語障害・難聴・発達障害）
ことば、きこえ、友達とのかかわり方などに心配のある子どもや保護者の相談を受けて支援方
法を考えます。

1 療育センター（総合／東部／西部）

2 通級指導教室
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特別な教育的支援を必要とする子どもについて、家庭での育児や療育、幼稚園や
学校での生活、就園・就学、進路などについての相談に応じます。
連絡先は、P.32をご確認ください。

市立小・中学校の通常の学級に在籍し、学習や生活などに困難があり、発達障害お
よびその可能性のある児童生徒を対象に、子どもが自信を持って生き生きとした
生活が過ごせるよう支援します。
連絡先は、P.32をご確認ください。

障害者地域生活支援センターを内設し、障害者や家族、介護者からの相談に応じるとともに、通
所サービスなどの日中活動や入浴サービス、緊急時受入を実施し、関係機関との受入調整も行い
ます。
連絡先は、P.32をご確認ください。
施設の概要は「神戸市障害者福祉のあらまし」（P.2参照）をご確認ください。

地域で生活するために必要なサービスの案内や利用方法、日常の悩み、福祉サービ
スの利用にかかることなどの相談に応じます。
連絡先は、P.33をご確認ください。

8 特別支援教育課教育相談室

9 こうべ学びの支援センター

10 障害者支援センター

11 障害者地域生活支援センター

子どもの発達や障害についての相談窓口1

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）が、	
平成28年4月1日に施行されました。
神戸市では、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかっ
たなど、障害を理由とする差別に関する相談を受け付けています。
電話：078-322-0310（平日8時45分～ 12時、13時～ 17時30分）
FAX：078-322-6044
メール：syogai_sabetsu@office.city.kobe.lg.jp
窓口相談：事前予約制（平日8時45分～ 12時、13時～ 17時30分）

障害を理由とする差別に関する相談窓口
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「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」があります。これら
のサービスを利用するには、児童福祉法に基づく障害児通所支援の給付申請を行
い、支給決定・受給者証の発行を受けたうえで、神戸市の指定を受けた事業所と利
用契約を結ぶ必要があります。
担当窓口は、下記のサービスごとにご確認のうえ、P.31をご確認ください。

児童発達支援
集団療育および個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対し、日常生活
の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
担当窓口：居住地の区役所保健福祉部、北神区役所保健福祉課、須磨区北須磨支所保健福祉課
※神戸市が設置する児童発達支援センター（まるやま学園・ひまわり学園・のばら学園・あけぼの学園）の利用のご相
談は、療育センター（P.31）が窓口です。

3 障害児通所支援サービス

療育・通級指導・通所支援2

児童発達支援センターについて
児童発達支援サービスを提供する事業所のうち、通所支援の利用者以外にも、地域の障
害児やその家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助・助言などを行うものを「児
童発達支援センター」といいます。
児童発達支援センターの一覧は、P.34をご確認ください。

放課後等デイサービス
学校教育法に規定する学校（幼稚園、大学を除く）に就学している障害児（引き続き、放課後等デ
イサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認められるときは満20歳に達す
るまで）に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を継続的に提
供します。
担当窓口：居住地の区役所保健福祉部、北神区役所保健福祉課、須磨区北須磨支所保健福祉課

保育所等訪問支援
保育所等を利用中の障害児が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要
とする場合に、訪問支援を実施します。訪問先は、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別
支援学校等です。
担当窓口：こども家庭センター

障害児通所支援事業所等の情報については、以下からもご覧いただけます。
独立行政法人福祉医療機構　WAM-NET
障害福祉サービス等情報検索
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


